
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 資料１-２

■対応すべき内容と導入スケジュール（予定）
NO

1 量の見込みと提供量の算出 R5.9～R7.3 計画策定
2 確保方策の検討 R7.6～R7.7 市内事業者制度説明
3 第３期子ども・子育て支援事業計画変更の要否の検討 R7.8～R7.11 計画変更案策定

R7.11.25 子ども・子育て支援審議会での
意見聴取（計画変更）

R7.12.5～R8.1.9 パブリックコメント
R8.2.3 子ども・子育て支援審議会
R8.3 大阪府協議
R8.3 計画変更確定

1 設備及び運営に関する市基準（認可基準）の設定 R6.6 法改正公布
（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例の制定） R7.1.24 国設備運営基準公布

2 運営に関する市基準（確認基準）の設定 R7.10.10 国設備運営基準改正案・
（子ども・子育て支援法施行条例の一部改正） 国運営基準案発出

3 利用可能時間数に関する経過措置の適用の要否 R7.11 国運営基準案等公布
（経過措置条例の制定の要否） R7.12.5～R8.1.9 パブリックコメント

R8.2 条例案提案
1 改正等を要する規則等の洗い出し・改正等内容の検討・整備 R8.3.24 条例案議決
（運用要領等の策定等） R7.11～R8.3 改正等内容検討・整備

1 ホームページ・SNＳ・市報ほか R7.12.5～R8.1.9 子供アンケート
R8.2（中）～ ホームページ・ＳＮＳ
R8.5 市報掲載

新規利用希望者 1 パンフレット（ちらし）作成 R8.3 実施施設で配付
市内事業者（保育所・認定こども
園・幼稚園・小規模保育事業所・事
業所内保育事業所）

1 園長会等で説明 R7.7～8
R7.11～12

制度説明
条例内容・スケジュール説明

1 事業者の意向調査 R7.8～10 実施意向調査①
2 認可に係る事務の整理 R7.12 実施意向調査②
3 事前協議～認可フローの検討 R8.1 認可申請に係る案内
4 規定・様式整備 R8.3.16 児童福祉審議会での意見聴取
5 認可手続（事前協議・認可申請・審査） R8.3（下） 認可
6 認可
1 確認に係る事務の整理 R8.1 確認申請に係る案内
2 規定・様式整備 R8.2.3 子ども・子育て支援審議会での
3 確認申請の受理 意見聴取（定員設定）
4 確認公示 R8.3（下） 確認公示
1 国制度内容の確認 R8.2（中） 制度案内
2 本市での実施内容の検討 R8.3（上） 認定申請開始
3 予算措置 R8.3（下） 利用予約開始
4 認定～給付フローの検討
5 規定・様式整備
6 認定申請案内
7 認定

6 利用者認定～給付費支給

3
周知・意見聴
取等

一般

4 事業者認可

5 乳児等支援給付に係る確認

対応すべき内容 スケジュール（予定）

1 量の見込みと提供量

2 規定整備
条例等改正

その他規定整備


